
議案第７５号 

 

三田市民病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

三田市民病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

 

平成２４年８月２０日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    

 



三田市条例第  号 

 

三田市民病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

三田市民病院事業管理者の給与に関する条例（平成２１年三田市条例第２４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「８００，０００円」を「７５６，０００円」に改める。 

付 則 

この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 


